
「岩手県法規集データベース維持管理業務」に係る企画提案の受付について 

 

 岩手県法規集データベース維持管理業務の委託事業者を選定するに当たり、本業務の企画

提案に係る応募者を公募します。 

業務の内容 

 委託期間中に発行される岩手県報のデータを基に、岩手県法規集デー

タベースの内容が最新のものとなるようデータの更新作業を行うとと

もに、用語検索、法令検索等の業務執行上の利便性の向上を図ること。 

事業実施に係る

予算額（見積額

の上限） 

令和６年度  5,327,500円（税込） 

令和７年度  5,327,500円（税込） 

令和８年度  5,327,500円（税込） 

（３か年度総額  15,982,500円（税込）） 

※ 令和６年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合にあって

は、本件調達手続について停止の措置を講じることがある。 

※ 令和７年度及び８年度の予算額は、令和６年度予算額を基準とする

が、予算額の増減等があった場合や予算が議決されなかった場合は、

仕様を変更し、又は契約を解除することがある。 

委託期間 令和６年４月１日から令和９年３月31日まで 

応募資格要件 

１ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当

しない者であること。 

２ 法規集データベースの構築、維持及び管理に関する技術・知識及び

業務遂行の体制を有していること。 

３ 過去に国又は他の地方公共団体に対し、本業務と類似の業務を良好

に提供した実績を有すること。 

４ 業務説明書に記載する業務を確実に実施することができること。 

応募方法 

 令和５年12月６日(水)午後５時までに事務局に「岩手県法規集データ

ベース維持管理業務企画提案応募希望書」（以下「応募希望書」という

。）を提出した後に、企画提案書を提出してください。 

応募の費用負担  企画提案に要した費用は、応募者の負担とします。 

企画提案書の提

出 

１ 企画提案書の様式、業務説明書等は、電子データ又は紙媒体のいず

れか応募者が希望する方法により交付します。 

２ １の様式に必要事項を記載の上、郵送又は持参にて令和５年12月18

日(月)午後５時までに事務局宛てに７部提出してください。 

３ 企画提案書の提出に当たっては、本事業の実施に係る見積書を１部

併せて提出してください。 

４ 提出書類は、返却しませんので、あらかじめ御了承願います。 

企画提案書等審

査委員会の開催 

開催日時（予定） 令和５年12月21日(木) 

開催場所（予定） 岩手県庁舎（盛岡市） 

１ 審査は、岩手県法規集データベース維持管理業務企画提案書等審査



委員会において、参加者から提出された企画提案書及び参加者による

プレゼンテーションに基づいて行います。 

２ プレゼンテーションの順番は、企画提案書の受付順とします。 

３ プレゼンテーションの時間は、１者当たり40分（説明30分、質疑応

答10分）とします。 

４ 参加者が１者のみであった場合にも、審査委員会において企画提案

書及びプレゼンテーションに基づく審査を実施し、本業務を実施する

にふさわしいか否かを評価します。 

審査基準（主な

もの） 

・ 企画提案書の内容は、分かりやすいものになっているか。 

・ 業務説明書に記載する業務を確実に実施できると認められるか。 

・ データの更新回数その他の業務遂行のスケジュールが適切か。 

・ 本業務を遂行するために必要な体制が整っているか。 

選定結果の公表 

 令和５年12月27日(水)（予定） 

１ 審査の結果及び審査基準は、ホームページにおいて公表します。た

だし、企画提案の具体的な内容については、公表しません。 

２ 選定の可否は、文書により応募者全員に通知します。 

３ 選定しなかった理由等については公表しませんので、あらかじめ御

了承願います。 

スケジュール 

１ ホームページにおける公募の開始 

２ 応募希望書の提出期限 

３ 企画提案書の提出期限 

４ 企画提案書等審査委員会の開催 

５ 選定の可否の通知及び選定結果の

公表 

６ 選定事業者との契約締結 

令和５年11月30日(木) 

令和５年12月６日(水) 

令和５年12月18日(月) 

令和５年12月21日(木)（予定） 

令和５年12月27日(水)（予定） 

 

令和６年４月１日(月)（予定） 

事務局 

〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番１号 岩手県総務部総務室 

電話：019-629-5050  FAX：019-629-5064 

E-mail：AH0001@pref.iwate.jp 

担当：法務担当 

 

 


